
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
四
号
）
の
全
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
十
二
条
）

第
二
章
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
第
十
三
条―

第
二
十
四
条
）

第
三
章
　
補
装
具
製
作
施
設
（
第
二
十
五
条―

第
二
十
八
条
）

第
四
章
　
盲
導
犬
訓
練
施
設
（
第
二
十
九
条―

第
三
十
三
条
）

第
五
章
　
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
（
第
三
十
四
条―

第
四
十
二
条
）

第
六
章
　
雑
則
（
第
四
十
三
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
基
本
方
針
）

第
二
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
入
所
者
又
は
利
用
者
（
以
下
こ
の
章
及
び
第
六
章
に
お
い
て
「
入
所
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
自
立
と
社
会
経
済
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
健
全
な
環
境
の
下

で
、
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
熱
意
及
び
能
力
を
有
す
る
職
員
に
よ
る
適
切
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
入
所
者
等
の
意
思
及
び
人
格
を
尊
重
し
、
常
に
そ
の
者
の
立
場
に
立
っ
て
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
で
き
る
限
り
居
宅
に
近
い
環
境
の
中
で
、
地
域
や
家
庭
と
の
結
び
付
き
を
重
視
し
た
運
営
を
行
い
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
身
体
障
害
者
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
責
任
者
を
設
置
す
る
等
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
造
設
備
の
一
般
原
則
）

第
三
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
配
置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
入
所
者
等
の
特
性
に
応
じ
て
工
夫
さ
れ
、
か
つ
、
日
照
、
採
光
、
換
気
等
の
入
所
者
等
の
保
健
衛
生
に
関
す
る
事
項
及
び
防
災
に
つ
い
て
十
分
考
慮
さ
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
（
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
第
十
三
条
に
規
定
す
る
障
害
者
更
生
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
の
建
物
（
入
所
者
等
の
日
常
生
活
の
た
め
に
使
用
し
な
い
附
属
の
建
物
を
除
く
。
）
は
、

耐
火
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
準
耐
火
建
築
物
（
同
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
通
所
に
よ
る
入
所
者
の
み
を
対
象
と
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百

五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
市
長
）
が
、
火
災
予
防
、
消
火
活
動
等
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
建
物
で
あ
っ
て
、
火
災
に
係
る
入
所
者
等
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
た
と
き
は
、
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物

と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置
、
天
井
等
の
内
装
材
等
へ
の
難
燃
性
の
材
料
の
使
用
、
調
理
室
等
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
お
け
る
防
火
区
画
の
設
置
等
に
よ
り
、
初
期
消
火
及
び
延
焼
の
抑
制
に
配
慮
し
た
構

造
で
あ
る
こ
と
。

二
　
非
常
警
報
設
備
の
設
置
等
に
よ
る
火
災
の
早
期
発
見
及
び
通
報
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
円
滑
な
消
火
活
動
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
避
難
口
の
増
設
、
搬
送
を
容
易
に
行
う
た
め
に
十
分
な
幅
員
を
有
す
る
避
難
路
の
確
保
等
に
よ
り
、
円
滑
な
避
難
が
可
能
な
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
避
難
訓
練
を
頻
繁
に
実
施
す
る
こ
と
、
配
置
人
員
を
増
員
す
る
こ
と
等
に
よ

り
、
火
災
の
際
の
円
滑
な
避
難
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
設
備
の
専
用
）

第
四
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
設
備
は
、
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
等
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
職
員
の
専
従
）

第
五
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
職
員
は
、
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
等
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
非
常
災
害
対
策
）

第
六
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
非
常
災
害
時
の
関
係
機
関
へ
の
通
報
及
び
連
携
体
制
を
整

備
し
、
そ
れ
ら
を
定
期
的
に
職
員
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
定
期
的
に
避
難
、
救
出
そ
の
他
必
要
な
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
の
整
備
）

第
七
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
設
備
、
職
員
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
入
所
者
等
の
支
援
の
状
況
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
、
当
該
支
援
を
提
供
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
談
及
び
援
助
）

第
八
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
常
に
入
所
者
等
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
の
的
確
な
把
握
に
努
め
、
そ
の
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
そ
の
相
談
に
適
切
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必
要
な
助
言
そ

の
他
の
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
秘
密
保
持
等
）

第
九
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
入
所
者
等
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
入
所
者
等
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
解
決
）

第
十
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
そ
の
行
っ
た
支
援
に
関
す
る
入
所
者
等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
そ
の
行
っ
た
支
援
に
関
し
、
市
町
村
か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会
が
同
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
調
査
又
は
あ
っ
せ
ん
に
で
き
る
限
り
協
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
十
一
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携
及
び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
発
生
時
の
対
応
）

第
十
二
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
入
所
者
等
に
対
す
る
支
援
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
市
町
村
、
入
所
者
等
の
家
族
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
は
、
入
所
者
等
に
対
す
る
支
援
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
種
類
）

第
十
三
条
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
定
義
は
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
Ａ
型
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
更
生
相
談
、
機
能
訓
練
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
、
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
職
員
に
対
す

る
研
修
そ
の
他
身
体
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
事
業
を
総
合
的
に
行
う
も
の

二
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
Ｂ
型
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
創
作
的
活
動
又
は
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
、
社
会
と
の
交
流
の
促
進
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
そ
の
他
身
体
障
害
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
も
の

三
　
障
害
者
更
生
セ
ン
タ
ー
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
身
体
障
害
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
宿
泊
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
休
養
の
た
め
の
便
宜
を
供
与
す
る
も
の

（
建
築
面
積
）

第
十
四
条
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
建
築
面
積
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
Ａ
型
　
二
千
七
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

二
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
Ｂ
型
　
四
百
二
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

三
　
在
宅
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
百
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

四
　
在
宅
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
で
あ
っ
て
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
に
併
設
さ
れ
る
も
の
　
二
百
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
Ａ
型
の
設
備
の
基
準
）

第
十
五
条
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
Ａ
型
に
は
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
相
談
室

二
　
機
能
訓
練
回
復
室

三
　
社
会
適
応
訓
練
室

四
　
図
書
室

五
　
書
庫

六
　
研
修
室

七
　
会
議
室

八
　
日
常
生
活
用
具
展
示
室

九
　
体
育
館
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十
　
プ
ー
ル

十
一
　
更
衣
室

十
二
　
宿
泊
室

十
三
　
食
堂

十
四
　
調
理
室

十
五
　
事
務
室

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
相
談
室
　
室
内
に
お
け
る
談
話
の
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
の
間
仕
切
り
等
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
機
能
訓
練
回
復
室
　
訓
練
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
る
こ
と
。

三
　
社
会
適
応
訓
練
室
　
訓
練
に
必
要
な
備
品
等
を
備
え
る
こ
と
。

四
　
更
衣
室
　
男
子
用
と
女
子
用
を
別
に
設
け
る
こ
と
。

五
　
食
堂

イ
　
食
事
の
提
供
に
支
障
が
な
い
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
必
要
な
備
品
を
備
え
る
こ
と
。

六
　
調
理
室
　
火
気
を
使
用
す
る
部
分
は
、
不
燃
材
料
を
用
い
る
こ
と
。

（
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
Ｂ
型
の
設
備
の
基
準
）

第
十
六
条
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
Ｂ
型
に
は
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
相
談
室

二
　
日
常
生
活
訓
練
室

三
　
社
会
適
応
訓
練
室
兼
集
会
室

四
　
作
業
室

五
　
図
書
室

六
　
事
務
室

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
相
談
室
　
室
内
に
お
け
る
談
話
の
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
の
間
仕
切
り
等
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
日
常
生
活
訓
練
室
　
訓
練
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
る
こ
と
。

三
　
社
会
適
応
訓
練
室
兼
集
会
室
　
訓
練
に
必
要
な
備
品
等
を
備
え
る
こ
と
。

四
　
作
業
室
　
作
業
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
る
こ
と
。

（
在
宅
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
の
設
備
の
基
準
）

第
十
七
条
　
在
宅
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
に
は
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
相
談
室

二
　
日
常
生
活
訓
練
室

三
　
社
会
適
応
訓
練
室

四
　
作
業
室

五
　
更
衣
室

六
　
シ
ャ
ワ
ー
室

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
相
談
室
　
室
内
に
お
け
る
談
話
の
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
の
間
仕
切
り
等
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
日
常
生
活
訓
練
室
　
訓
練
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
る
こ
と
。

三
　
社
会
適
応
訓
練
室
　
訓
練
に
必
要
な
備
品
等
を
備
え
る
こ
と
。

四
　
作
業
室
　
作
業
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
る
こ
と
。

五
　
更
衣
室
　
男
子
用
と
女
子
用
を
別
に
設
け
る
こ
と
。

（
障
害
者
更
生
セ
ン
タ
ー
の
設
備
の
基
準
）

第
十
八
条
　
障
害
者
更
生
セ
ン
タ
ー
に
は
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
相
談
室

二
　
宿
泊
室

三
　
食
堂
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四
　
浴
室

五
　
便
所

六
　
洗
面
所

七
　
調
理
室

八
　
娯
楽
室

九
　
マ
ッ
サ
ー
ジ
室

十
　
訓
練
室

十
一
　
会
議
室

十
二
　
売
店

十
三
　
事
務
室

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
相
談
室
　
室
内
に
お
け
る
談
話
の
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
の
間
仕
切
り
等
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
浴
室
　
利
用
者
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
便
所
　
利
用
者
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
洗
面
所
　
利
用
者
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
食
堂

イ
　
食
事
の
提
供
に
支
障
が
な
い
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
必
要
な
備
品
を
備
え
る
こ
と
。

六
　
調
理
室
　
火
気
を
使
用
す
る
部
分
は
、
不
燃
材
料
を
用
い
る
こ
と
。

３
　
障
害
者
更
生
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
、
宿
泊
室
等
を
二
階
以
上
の
階
に
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
設
備
の
ほ
か
、
傾
斜
路
又
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
十
九
条
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
は
、
施
設
長
そ
の
他
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
規
程
）

第
二
十
条
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

二
　
職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

三
　
利
用
者
に
対
し
て
行
う
支
援
の
内
容
及
び
利
用
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
額

四
　
施
設
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

五
　
非
常
災
害
対
策

六
　
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

七
　
そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

（
施
設
長
の
責
務
）

第
二
十
一
条
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
施
設
長
は
、
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
管
理
、
業
務
の
実
施
状
況
の
把
握
そ
の
他
の
管
理
を
一
元
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
施
設
長
は
、
職
員
に
こ
の
章
の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
指
揮
命
令
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
二
条
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
利
用
者
に
対
し
、
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
よ
っ
て
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
支
援
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
適
切
な
支
援
の
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ

り
職
員
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
二
十
二
条
の
二
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
支
援
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以

下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
三
条
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
利
用
者
の
使
用
す
る
食
器
そ
の
他
の
設
備
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
治
療
に
必
要
な
機
械
器
具

等
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期

的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
職
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
　
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三
　
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
職
員
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
利
用
者
に
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
金
銭
の
支
払
の
範
囲
等
）

第
二
十
四
条
　
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
利
用
者
に
対
し
て
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
該
金
銭
の
使
途
が
直
接
当
該
利
用
者
の
便
益
を
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
者
に
支
払
を
求
め
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
際
に
は
、
当
該
金
銭
の
使
途
及
び
額
並
び
に
当
該
利
用
者
に
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
利
用
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
章
　
補
装
具
製
作
施
設

（
設
備
の
基
準
）

第
二
十
五
条
　
補
装
具
製
作
施
設
に
は
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
る
ほ
か
、
補
装
具
の
製
作
及
び
修
理
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
診
断
室

二
　
仮
合
室

三
　
型
採
室

四
　
作
業
室

五
　
訓
練
室

六
　
宿
泊
室

七
　
事
務
室

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
二
十
六
条
　
補
装
具
製
作
施
設
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
施
設
長
　
一

二
　
義
肢
装
具
技
術
員
　
一
以
上

三
　
訓
練
指
導
員
　
一
以
上

２
　
補
装
具
製
作
施
設
に
は
、
前
項
に
掲
げ
る
職
員
に
加
え
て
、
当
該
補
装
具
製
作
施
設
の
運
営
に
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
の
資
格
要
件
）

第
二
十
七
条
　
施
設
長
は
、
社
会
福
祉
事
業
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
又
は
補
装
具
製
作
施
設
の
施
設
長
と
し
て
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
義
肢
装
具
技
術
員
は
、
解
剖
学
及
び
生
理
学
に
関
す
る
基
礎
理
論
（
義
肢
装
具
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
精
通
し
、
か
つ
、
義
肢
装
具
の
製
作
に
関
し
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
訓
練
指
導
員
は
、
解
剖
学
及
び
生
理
学
に
関
す
る
基
礎
理
論
に
精
通
し
、
か
つ
、
理
学
療
法
及
び
作
業
療
法
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
二
十
八
条
　
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
補
装
具
製
作
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
章
　
盲
導
犬
訓
練
施
設

（
設
備
の
基
準
）

第
二
十
九
条
　
盲
導
犬
訓
練
施
設
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
盲
導
犬
訓
練
施
設
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
盲
導
犬
訓
練
施
設
が
行
う
訓
練
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
次
の
各
号
（
第
九
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
設
備
の
一
部
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
居
室

二
　
食
堂

三
　
浴
室

四
　
洗
面
所

五
　
便
所

六
　
調
理
室

七
　
洗
濯
室
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八
　
相
談
室

九
　
犬
舎

十
　
事
務
室

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
居
室

イ
　
一
の
居
室
の
定
員
は
、
二
人
以
下
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
地
階
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

ハ
　
入
所
者
（
盲
導
犬
の
利
用
に
必
要
な
訓
練
を
受
け
る
た
め
に
盲
導
犬
訓
練
施
設
に
入
所
又
は
通
所
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
収
納
設
備
等
を
除
き
、
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ

と
。

ニ
　
一
以
上
の
出
入
口
は
、
避
難
上
有
効
な
空
地
、
廊
下
又
は
広
間
に
直
接
面
し
て
設
け
る
こ
と
。

二
　
食
堂

イ
　
食
事
の
提
供
に
支
障
が
な
い
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
必
要
な
備
品
を
備
え
る
こ
と
。

三
　
浴
室
　
入
所
者
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
洗
面
所
　
入
所
者
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
便
所
　
入
所
者
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
調
理
室
　
火
気
を
使
用
す
る
部
分
は
、
不
燃
材
料
を
用
い
る
こ
と
。

七
　
相
談
室
　
室
内
に
お
け
る
談
話
の
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
の
間
仕
切
り
等
を
設
け
る
こ
と
。

八
　
犬
舎

イ
　
清
潔
を
保
ち
、
犬
の
運
動
及
び
排
せ
つ
の
場
所
を
備
え
る
こ
と
。

ロ
　
犬
の
飼
育
及
び
健
康
管
理
等
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
る
こ
と
。

３
　
盲
導
犬
訓
練
施
設
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
犬
の
訓
練
等
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
三
十
条
　
盲
導
犬
訓
練
施
設
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
施
設
長
　
一

二
　
医
師
　
入
所
者
に
対
し
健
康
管
理
及
び
療
養
上
の
指
導
を
行
う
た
め
に
必
要
な
数

三
　
獣
医
師
　
一
以
上

四
　
訓
練
指
導
員
　
一
以
上

２
　
盲
導
犬
訓
練
施
設
に
は
、
前
項
に
掲
げ
る
職
員
に
加
え
て
、
当
該
盲
導
犬
訓
練
施
設
の
運
営
に
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
の
資
格
要
件
）

第
三
十
一
条
　
施
設
長
は
、
社
会
福
祉
事
業
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
又
は
盲
導
犬
訓
練
施
設
の
施
設
長
と
し
て
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
訓
練
指
導
員
は
、
盲
導
犬
の
訓
練
等
に
関
す
る
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
管
理
）

第
三
十
二
条
　
入
所
者
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
三
十
三
条
　
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
盲
導
犬
訓
練
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
章
　
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設

（
種
類
）

第
三
十
四
条
　
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
定
義
は
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
点
字
図
書
館
　
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
う
ち
点
字
刊
行
物
及
び
視
覚
障
害
者
用
の
録
音
物
の
貸
出
し
そ
の
他
利
用
に
係
る
事
業
を
主
と
し
て
行
う
も
の

二
　
点
字
出
版
施
設
　
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
う
ち
点
字
刊
行
物
の
出
版
に
係
る
事
業
を
主
と
し
て
行
う
も
の

三
　
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
　
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
う
ち
聴
覚
障
害
者
用
の
録
画
物
の
製
作
及
び
貸
出
し
に
係
る
事
業
を
主
と
し
て
行
う
も
の

（
点
字
図
書
館
の
設
備
の
基
準
）

第
三
十
五
条
　
点
字
図
書
館
に
は
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
閲
覧
室

二
　
録
音
室

三
　
印
刷
室
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四
　
聴
読
室

五
　
発
送
室

六
　
書
庫

七
　
研
修
室

八
　
相
談
室

九
　
事
務
室

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
う
ち
、
相
談
室
に
つ
い
て
は
、
室
内
に
お
け
る
談
話
の
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
の
間
仕
切
り
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
点
字
図
書
館
に
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
点
字
刊
行
物
及
び
視
覚
障
害
者
用
の
録
音
物
の
利
用
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
字
出
版
施
設
の
設
備
の
基
準
）

第
三
十
六
条
　
点
字
出
版
施
設
に
は
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
製
版
室

二
　
校
正
室

三
　
印
刷
室

四
　
製
本
室

五
　
倉
庫

六
　
事
務
室

２
　
点
字
出
版
施
設
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
点
字
刊
行
物
の
出
版
等
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
設
備
の
基
準
）

第
三
十
七
条
　
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
に
は
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
貸
出
利
用
室

二
　
試
写
室

三
　
情
報
機
器
利
用
室

四
　
製
作
室

五
　
発
送
室

六
　
相
談
室

七
　
研
修
室
兼
会
議
室

八
　
事
務
室

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
う
ち
、
相
談
室
に
つ
い
て
は
、
室
内
に
お
け
る
談
話
の
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
の
間
仕
切
り
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
に
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
試
写
等
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
字
図
書
館
の
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
三
十
八
条
　
点
字
図
書
館
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
施
設
長
　
一

二
　
司
書
　
一
以
上

三
　
点
字
指
導
員
　
一
以
上

四
　
貸
出
閲
覧
員
又
は
情
報
支
援
員
　
一
以
上

五
　
校
正
員
又
は
音
声
訳
指
導
員
　
一
以
上

２
　
点
字
図
書
館
に
は
、
前
項
に
掲
げ
る
職
員
に
加
え
て
、
当
該
点
字
図
書
館
の
運
営
に
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
字
出
版
施
設
の
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
三
十
九
条
　
点
字
出
版
施
設
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
施
設
長
　
一

二
　
編
集
員
　
一
以
上

三
　
製
版
員
　
一
以
上

四
　
校
正
員
　
一
以
上

五
　
印
刷
員
　
一
以
上

六
　
製
本
員
　
一
以
上

２
　
点
字
出
版
施
設
に
は
、
前
項
に
掲
げ
る
職
員
に
加
え
て
、
当
該
点
字
出
版
施
設
の
運
営
に
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
四
十
条
　
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
に
は
、
施
設
長
そ
の
他
当
該
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
の
運
営
に
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
の
資
格
要
件
）

第
四
十
一
条
　
点
字
図
書
館
の
施
設
長
は
、
司
書
と
し
て
三
年
以
上
勤
務
し
た
者
、
社
会
福
祉
事
業
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
点
字
出
版
施
設
の
施
設
長
は
、
社
会
福
祉
事
業
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
四
十
二
条
　
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
章
　
雑
則

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
四
十
三
条
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他

文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
及
び
そ
の
職
員
は
、
同
意
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
同
意
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
同
意
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
同
意
等
の
相
手
方
が
入
所
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
入
所
者
等
に
係
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方

法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
　
削
除

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
三
十
三
条
の
二
（
新
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
四
、
第
四

十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
、
第
九
十
三
条
、
第
九
十
三
条
の
五
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百
二
十
五
条
の
四
、
第
百
三
十
六
条
、
第
百
六
十
二
条
、
第
百
六
十
二
条
の
四
、
第
百
七
十
一
条
、
第
百
七
十
一
条
の
四
、

第
百
八
十
四
条
、
第
百
九
十
七
条
、
第
二
百
二
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
六
条
の
十
二
、
第
二
百
六
条
の
二
十
、
第
二
百
十
三
条
、
第
二
百
十
三
条
の
十
一
、
第
二
百
十
三
条
の
二
十
二
並
び
に
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
基
準
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
新
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条

の
二
（
新
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
基
準
第
二
十
八
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
四
十
二
条
の
二
、
新
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
五

条
の
二
（
新
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
十
条
、
第
五
十
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
七
十
条
、
第
八
十
五
条
及
び
第
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
基
準
第
十
四
条
の
二
、
新
福
祉

ホ
ー
ム
基
準
第
十
三
条
の
二
、
新
障
害
者
支
援
施
設
等
基
準
第
三
十
五
条
の
二
、
新
指
定
通
所
支
援
基
準
第
三
十
八
条
の
二
（
新
指
定
通
所
支
援
基
準
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条
の
九
、
第
六
十
四
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七

十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
運
営
基
準
（
以
下
「
新
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
四
、
新
指

定
入
所
施
設
基
準
第
三
十
五
条
の
二
（
新
指
定
入
所
施
設
基
準
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
地
域
相
談
支
援
基
準
第
二
十
八
条
の
二
（
新
指
定
地
域
相
談
支
援
基
準
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
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場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
計
画
相
談
支
援
基
準
第
二
十
条
の
二
並
び
に
新
指
定
障
害
児
相
談
支
援
基
準
第
二
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
」
と
、
「
実
施
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
る
」
と
す
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
三
十
四
条
第
三
項
（
新
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
四
、
第

四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
六
条
、
第
二
百
六
条
の
十
二
並
び
に
第
二
百
六
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
一
条
第
二
項
及
び
第
九
十
条
第
二
項
（
新
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
九

十
三
条
の
五
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百
二
十
五
条
の
四
、
第
百
六
十
二
条
、
第
百
六
十
二
条
の
四
、
第
百
七
十
一
条
、
第
百
七
十
一
条
の
四
、
第
百
八
十
四
条
、
第
百
九
十
七
条
、
第
二
百
二
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
十
三
条
、

第
二
百
十
三
条
の
十
一
、
第
二
百
十
三
条
の
二
十
二
及
び
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
基
準
第
二
十
三
条
第
二
項
（
新
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
基

準
第
二
十
八
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
四
十
五
条
第
二
項
、
新
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
（
新
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
十
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
七
十
条
、
第
八
十
五
条
及
び
第
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
基
準
第
十
五
条
第
二
項
、
新
福
祉
ホ
ー
ム
基
準
第
十
四
条
第

二
項
、
新
障
害
者
支
援
施
設
等
基
準
第
三
十
七
条
第
二
項
、
新
指
定
通
所
支
援
基
準
第
四
十
一
条
第
二
項
（
新
指
定
通
所
支
援
基
準
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条
の
九
、
第
六
十
四
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第

七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
設
備
運
営
基
準
第
十
条
第
三
項
、
新
指
定
入
所
施
設
基
準
第
三
十
八
条
第
二
項
（
新
指
定
入
所
施
設
基
準
第
五
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
地
域
相
談
支
援
基
準
第
三
十
条
第
三
項
（
新
指
定
地
域
相
談
支
援
基
準
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
計
画
相
談
支
援
基
準
第
二
十
二
条
第
三
項
並
び
に
新
指
定
障

害
児
相
談
支
援
基
準
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
五
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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